


様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 1 0 3 6

件 名 等 南相馬市書かない窓口(窓口DXSaaS)導入業務委託

契 履行場所 市民課　ほか

種 類 業務委託
約

　市民課窓口を中心とした「書かない」「待たない」「回らない」窓口サービスを提供する「窓口業務を支援す

るシステム」を構築導入し、市民の負担軽減を図るとともに、記入漏れや記載誤りの減少による職員の業務効率
内

化も実現し、窓口での手続き及び待ち時間を短縮させ、窓口サービスの向上を図ることを目的とする。

概 要
容

日本電気株式会社　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大内　文彦

方 福島県　郡山市　清水台２丁目１３番２３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務において導入する窓口DXSaaSは、国の定めた調達仕様書に基づき、各事業者は窓口DXに資する機能や性

能等を創意工夫しシステムを開発しており、価格のみで事業者を選定することは困難である。

　また、競争入札により事業者を選定しようとした場合、機能や性能の異なる複数の提案を比較することができ
随

ないため、仕様に基づく比較のみでなはく、企画提案の内容を評価し、より良いシステムを導入するため、公募

型プロポーザル方式を採用した。意
　１１月３０日に南相馬市書かない窓口（窓口ＤＸＳａａＳ）導入業務委託プロポーザル審査委員会を実施し、

提案内容を審査した結果、当該事業者が受託候補者として選定されたため、当該事業者との随意契約とするもの契
。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 1 0 4 4

件 名 等 令和６年４月介護保険法改正に伴う介護保険システム改修業務委託

契 履行場所 南相馬市長寿福祉課

種 類 業務委託
約

　法改正に伴う在宅サービス基盤整備関係のサービス区分新設や基本報酬の見直し等にかかる介護保険事務支援

システム（ライフパートナー）の改修業務
内

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務について、法改正に伴う在宅サービス基盤整備関係のサービス区分新設や基本報酬の見直し等にかかる

改修が必要となり、システムを構築した業者でなければ業務を履行することができないため、当該業者との随意

契約といたしたい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部長寿福祉課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 1 0 4 6

件 名 等 本庁舎・西庁舎２階エアコン入替修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目２７番地

種 類 業務委託
約

関連機器入替

　　　　　室内機（天井カセット型４方向）　・１台　×　２か所
内

　　　　　室外機　　　　　　　　　　　　　・１台　×　２か所

　　　　　操作機器　　　　　　　　　　　　・１式　×　２か所
概 要

　　　　　修繕資材　　　　　　　　　　　　・１式　×　２か所容
　　　　　機器入替作業　　　　　　　　　　・１式　×　２か所

株式会社東北日立　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 福島支店長　齋藤　正人

方 福島県　福島市　春日町１４－３３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本件エアコンについては、製造年が古いため交換用部品が入手できず、新しく入れ替える必要がある。

　既存設備を再利用して設置するため、他製品にすることが出来ないが、既存設備と同種設備の取扱いが可能な

のは当該業者のみのため随意契約をするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 1 0 4 7

件 名 等 健康管理システム保守業務委託

契 履行場所 健康づくり課、子ども家庭課、デジタル推進課

種 類 業務委託
約

　健康管理システムの保守作業を行うもの

１　パッケージ利用
内

２　パッケージ保守

３　ミドルウェア保守
概 要

４　運用サポート容
５　管理

株式会社ＦＳＫ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　鬼澤　浩正

方 福島県　いわき市　内郷御厩町三丁目１６８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本委託業務は、健康管理システム更新業務委託(契約番号：2023000315)に伴うシステムの保守作業であり、シス

テムとの互換性が必要であるため、システムの保守をしている当該業者でなければ履行できないことから、当該

業者と随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部健康づくり課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 1 0 4 8

件 名 等 博物館シアタープロジェクター更新修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市博物館

種 類 業務委託
約

１．機器の更新

　　　品名　ＤＬＰプロジェクター
内

　　　銘柄　パナソニック　ＰＴ－ＲＺ６９０ＪＬＢ

　　　数量　１台
概 要

２．更新後の試験・調整容

コセキ株式会社　福島営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　籔内　聡

方 福島県　福島市　岡部字東町７１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　博物館のシアター機器一式は、エルモ社製品のＣＶＡＳというソフトウエアで映像と音響のすべてを制御して

いる。当該業者は、博物館のシアター映像・音響設備の設置及び保守点検業者であり、設備の構造を熟知してい

るとともに、東北地区唯一のＣＶＡＳの特約店であることから、確実に業務の履行ができるのは当該業者しかい
随

ないため、当該業者との随意契約とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 1 0 5 9

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（鹿島区川子）

契 履行場所 鹿島区川子

種 類 業務委託
約

　鹿島区川子地内において市が保有する光ケーブル（IRU線）が、東北電力が所有する電柱に添架されている。

福島県相双農林事務所が実施するほ場整備事業に伴い電柱の支障移転を行うため、
内

同電柱に添架されている光ケーブルも移転を行うもの。

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　畠山　良平

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ケーブル（IRU線）は市と当該事業者間で賃貸借契約を締結しており、移転も同事業者が行うことになってい

るため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 1 0 7 5

件 名 等 南相馬市外国語指導助手派遣業務

契 履行場所 南相馬市教育委員会学校教育課ほか市の指定する場所（市内小中学校等）

種 類 業務委託
約

南相馬市立小・中学校等における外国語及び国際理解教育の一層の推進を図るとともに、児童生徒が外国語に慣

れ親しみ、コミュニケーション能力の向上と豊かな国際感覚を養い、もって学力や学習意欲の向上を図るため外
内

国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣業務を実施する。

概 要
容

株式会社インタラック北日本
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　佐藤　安則

方 岩手県　盛岡市　中央通一丁目１１番１７号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

小学校における英語教科化への対応をはじめ、質の高い指導体制を確保し、小中学校等における英語教育の充実

を図るため、業務実績、学校教育活動への理解度、ＡＬＴの採用や研修等の管理能力、費用等を総合的に判断し

、本市の国際理解や英語教育にとって最適な事業者を選定するため、画一的な仕様書に基づく価格の比較のみで
随

はなく、各事業者からの専門的な提案内容や価格等を評価して選定する公募型のプロポーザル方式を採用した。

令和６年１月１６日に、外国語指導助手派遣業務プロポーザル審査委員会を実施し、提案内容を審査した結果、意
当該事業者が最優秀提案事業者として選定されたため、当該事業者との随意契約とする。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 1 0 8 7

件 名 等 副市長室・正庁エアコン入替修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目２７番地

種 類 業務委託
約

関連機器入替

　　　　　室内機（天井カセット型４方向）　・１台　×　１か所
内

　　　　　室内機（ゆかおきシングル）　　　・１台　×　２か所

　　　　　室外機　　　　　　　　　　　　　・１台　×　３か所
概 要

　　　　　操作機器　　　　　　　　　　　　・１式　×　３か所容
　　　　　修繕資材　　　　　　　　　　　　・１式　×　３か所

　　　　　機器入替作業　　　　　　　　　　・１式　×　３か所

株式会社東北日立　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 福島支店長　齋藤　正人

方 福島県　福島市　春日町１４－３３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本件エアコンについては、製造年が古いため交換用部品が入手できず、新しく入れ替える必要がある。

　既存設備を再利用して設置するため、他製品にすることが出来ないが、既存設備と同種設備の取扱いが可能な

のは当該業者のみのため随意契約をするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 1 0 9 7

件 名 等 南相馬市中学生海外研修事業業務委託

契 履行場所 学校教育課

種 類 業務委託
約

南相馬市中学生海外研修事業の委託をするもの。

研修実施時期　①オーストラリア研修：令和6年7月24日（水）から8月9日（金）までの間で4泊6日又は7日
内

　　　        ②シンガポール研修：令和7年3月22日（土）～28日（金）までの間で3泊4日又は5日

研修内容　　　・ホームステイによる現地での生活体験（①）/現地企業訪問（②）
概 要

　　　　　　　・現地の学校又は学生との異文化交流、体験活動等容
　　　　　　　・訪問国の理解醸成として主要な歴史文化等に触れる体験活動

研修対象　　　・令和６年度に南相馬市立中学校に在籍している２年生 　計２０名（①）/ 計２５名（②）

株式会社ＪＴＢ　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　堀内　紀孝

方 福島県　郡山市　中町１０－１４和久屋ビル２階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本事業を実施するにあたり、研修生に対して大変有意義となる研修（事前研修、事後研修、報告会を含む）を提

供し、事業目的を達成するためには、委託事業者の業務内容、研修先の関係者との連絡調整、安全性の確保等の

能否が大きく影響する。このことから、画一的な仕様書に基づく価格の比較のみではなく、各事業者からの業務
随

委託仕様書に基づく専門的な提案内容や価格等を総合的に評価して受託候補者を選定するため、プロポーザル方

式を採用した。意
　２月１５日開催の南相馬市中学生海外研修事業業務委託公募型プロポーザル審査委員会において、総合的に審

査した結果、当該事業者が本事業の候補事業者に選定されたため、随意契約するものである。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20230 0 1 1 0 7

件 名 等 住民情報システム改修（窓口ＤＸＳａａＳデータ連携機能追加）業務委託

契 履行場所 市民課

種 類 業務委託
約

窓口ＤＸＳａａＳと住民情報システムとの相互のデータ連携を行うための住民情報システム改修等

内

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　住民情報システムは当該業者が構築していることから、当該業者以外に改修することはできないため、株式会

社日立システムズと随意契約することとする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


